
第3章

第
３
章
　
　
◆
　
　
施
策
の
体
系
　
　
Ⅲ
文
化
・
市
民
生
活

第
３
章
　
　
◆
　
　
施
策
の
体
系
　
　
Ⅲ
文
化
・
市
民
生
活

１　地域社会と市民活動の活性化
	 	　核家族化、単身世帯の増加、少子高齢化、地域に暮らす人と人との関わりの希薄化や多くの人が地域社

会への関わり方を見いだせずにいることが問題となっている。孤立せず、周囲とつながりながら安心して
暮らしていけるように、市民の中で議論を重ねることで、これからの武蔵野市にふさわしいコミュニティ
を再構築していく。

２　互いに尊重し認め合う平和な社会の構築
	 	　年齢、性別、人種等にかかわらず互いを尊重し認め合うとともに、それぞれの能力を発揮できるよう、

誰もが共に活動に参画するとともに、その利益を享受し、責任を担う社会を目指した取組みを推進する。
また引き続き一人ひとりの命と人権が守られる真に平和な状態を保ち、国際交流・協力等を通じて相互理
解を大切にする社会を構築していく。

３　市民文化の醸成
	 	　今まで築き上げられてきた市民文化を、これからも大切に守り育て、発展させていくとともに、住む人

のみならず訪れる人や事業者等にとっても魅力的なまちであり続けるよう、今後も市民文化の醸成に努め
ていく。

４　市民の多様な学びやスポーツ活動への支援
	 	　市民の多様なニーズに応える「参加と学び」の循環を作り出すことで、成熟した生涯学習社会の実現を

目指す。地域における様々な学習と学校教育、市民団体や企業等の活動が有機的に結び付いていくような
仕組みをさらに発展させていく。市民が地域で気軽にスポーツや運動を楽しむための環境を整備していく。

５　地域の特性を活かした産業の振興
	 	　駅周辺の商業は、にぎわいや活力を生み出す原動力であり、まちづくりと連動した商業振興策を実施する。

路線商業は地域のコミュニティにとって重要な存在であり、引き続き活性化を支援していく。また、起業
支援、企業誘致のあり方を検討する。農地は引き続き保全を図っていく。

６　都市・国際交流の推進
	 	　友好都市等との交流を引き続き進め、相互理解を深めていく。市内に在住する外国人等への日常生活支

援のために、情報提供、相談事業、留学生支援など、充実した事業を今後も展開し、在住外国人にとって
も「住み続けたいまち」であるために、支援を強化していく。

７　災害への備えの拡充
	 	　今後30年以内に首都直下型地震が発生する確率は70％と言われており、災害による影響を最小限に抑え、

災害後の都市の機能の維持と速やかな復旧、復興を行えるよう、災害に関連する計画の策定及び見直しを
行うとともに地域や関係機関との連携を進める。

８　多様な危機への対応の強化
	 	　犯罪や迷惑行為等、またモラルの低下による様々な問題への取組みを発展させていく。新興感染症やテ

ロ行為等の市民生活を脅かす多様な危機に関して、情報収集と速やかな情報提供を行いながら対策を進め
る。消費者の権利擁護、自立へ向けた情報提供等も行う。

第五期長期計画の施策の大綱（議決事項）

文化・市民生活Ⅲ
　人と人とのつながりによってもたらされる地
域のコミュニティは、特に都市部において希薄
化が進展しているが、安全・安心な社会を構築
していくためにも、その役割が再認識されてい
る。地域の支え合いをキーワードに地域コミュ
ニティのつながりを深めることが必要である。
また、地域活動の担い手の多くは固定化・高齢
化しつつある。より地域活動に参加しやすい雰
囲気と仕組みをつくり、将来の担い手となる人
材の掘り起こしと、活躍できるような場をつくっ
ていくことが求められる。

（1）地域のつながりの共有
　「これからの地域コミュニティ検討委員会」の
提言を受けて、誰もが自由に参加でき、地域で
解決すべき課題について共有し、話し合うこと
ができる場である地域フォーラム＊の取り組みを
支援するとともに、市民の活動拠点であり、また、
多世代が集う居場所として、コミュニティセン
ターにふさわしい機能を充実させる。なお、誰
もが利用しやすい施設とするため、エレベーター
のないコミュニティセンターについては、バリ
アフリー化への取り組みとして設置等を検討す
る。また、これらを踏まえて、「公共施設等総合
管理計画＊」に基づいたコミュニティセンター全
体の整備計画を策定する。

　昭和 46年に策定したコミュニティ構想＊の理
念を継承しつつ、将来的にはコミュニティや福
祉などの活動区域を統合することも含めて整理
し、本市らしい新たなコミュニティ構想＊を検討
する。

（2）市民活動の活性化
　豊かで活力のある地域社会を発展させるため、
NPO・市民活動団体、企業や大学、さらにコミュ
ニティ活動団体等、多様な主体間での連携と協
働を実現していく。
　あらゆる世代の多様なキャリアを持つ市民が
市民活動や地域活動に取り組むための意識啓発
と行動に移すための支援を行う。

　現代においては、一人ひとりが求める価値観
や生活観が多種多様になっている。性別、年齢、
国籍等によって異なる多様な価値観や生活観を
知り、認め合いながら生き、個性やキャリアが
活かされていくことは、豊かな地域社会を形成
していくための基礎として必要である。また、
一人ひとりが尊重される社会の構築を進めるた
め、引き続き人権について理解を深める活動を
推進していく。
　本市は、第二次世界大戦中に本土空襲の最初
の目標地となった歴史を持つことから、戦争の
悲惨さ、平和の尊さを訴えることを大切にして
きた。今後も戦争体験を伝承し、平和の意義を
発信し続ける。

（1）一人ひとりが尊重される社会の構築
　誰もが安心して暮らしていくためには、偏見
や差別がなく、虐待などが起こらない社会を構
築する必要がある。人権について一人ひとりが
関心を持ち理解を深めていく活動を推進する。

　この分野の施策は、市民文化がさらに成熟すること、コミュニティが発展していくこと、生涯学習や
スポーツなどが充実していくこと、そして産業の振興、交流や災害・危機に強いまちづくりを継続して
いくことで市民生活がますます充実していくことを目的とする。
　本市のコミュニティ活動は、市民自治の歴史を継承しながら行われており、より発展的に展開される
ための支援や仕組みをつくりだすことで、さらなる活性化を図る。また、東京オリンピック・パラリンピッ
クを契機として、スポーツ及び文化の振興を図る。
　産業の振興や他都市との交流は、地域が持続的に発展していくためには不可欠であり、本市の課題に
対応した施策を展開する。

地域社会と市民活動の活性化基本
施策 1

コミセン祭り

互いに尊重し認め合う
平和な社会の構築

基本
施策 2
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　市民の学びは主体的な活動へとつながり、ネッ
トワークが形成されることで、新たな学びの場
が生まれる。この創造と循環は、魅力あるまち
づくりにもつながっている。武蔵野プレイスで
の活動支援や、多様な主体とのネットワークに
よる学びの提供を通じて、市民の参加と活動を
支援していく。
　東京オリンピック・パラリンピックを契機と
して、スポーツを通じて、市民一人ひとりが豊
かな生活を続けていけるよう、今後もスポーツ
活動を支える地域の担い手の育成とともに、ス
ポーツ活動に取り組める環境整備を進める。

（1）生涯学習機会の拡充
　誰もがいつでもどこでも、学びたいときに学
び始めることができるという生涯学習の理念を
実現するため、多様な事業主体と連携すること
により、事業の充実と生涯学習情報の共有化を
推進する。
　日中に仕事等がある市民へも学びの環境が提
供できるよう、生涯学習プログラムの受講機会
の拡大を図る。
　武蔵野プレイス、武蔵野ふるさと歴史館＊や市
民会館など、生涯学習の拠点がその目的・役割
を達成するために、運営状況や事業内容を効果

が再認識されている。公共施設の配置のあり方
を踏まえ、老朽化する施設の整備や更新を好機
と捉え、現代及び将来のニーズに合わせて、役
割や位置付けを見直し、周辺あるいは関連施設
も含めて新たな価値を創造する施設へと再編し
ていく。
　築後 50 年を超える武蔵野公会堂の建替えは、
周辺街区を含めた吉祥寺駅南口の再開発に留意
し、民間事業者との協力の可能性も含めた検討
を進める。吉祥寺美術館の拡充の要否は、隣接
する音楽室のあり方を含め、引き続き検討する。
三駅周辺には集会機能やホール機能を有する施
設が重複しており、役割の整理が必要である。
集会機能を有する市民会館やホール機能を有す
る芸能劇場は、それぞれの圏域における面的な
施設配置から役割や位置付けを検討する。既に
築後 70年を超える松露庵は、市民文化会館の茶
室と併せて、今後の有効的な活用等を検討する。

（3）�東京オリンピック・パラリンピックを見
据えた文化交流の促進

　オリンピック・パラリンピックは、スポーツ
の祭典であるとともに、文化の祭典としての意
味合いも持っている。東京オリンピック・パラ
リンピックに向けて、多様な文化の交流の場で
ある文化プログラムの実施を検討する。

（4）�魅力ある都市文化の発信と都市観光の推
進

　成熟した都市文化は本市の大きな魅力の１つ
である。今後も文化的な資源を発掘するととも
に、市の内外を問わず、より多くの人に、より
わかりやすく本市の魅力を発信する。また、近
年増加している外国人旅行者も含めた観光客を
受け入れるための環境整備を進め、来街者の誘
致につなげていく。

（2）男女共同参画計画の推進
　男女が、社会の対等な構成員として、互いに
尊重し合い、自分らしい生き方ができる環境を
実現するため、第三次男女共同参画計画を着実
に推進する。
　そのため、あらゆる施策に男女共同参画の視
点が反映できるよう取り組むとともに、男女平
等意識をはぐくむ啓発活動や、家庭・地域・事
業者などと連携し、生活と仕事が両立でき、一
人ひとりの個性と能力が発揮できる環境整備に
努める。こうした施策の実効性を確保するため、
推進拠点となる「むさしのヒューマン・ネット
ワークセンター＊」の機能充実や男女共同参画基
本条例（仮称）の制定など推進体制の整備を図る。

（3）平和施策の推進
　戦後 70年を超える歳月が流れ、戦争体験者の
証言記録や戦争資料を残すことが困難になって
きていることから、これらの記録や資料の収集
作業を引き続き実施し、資料の整備を推進する。
　本市の歴史の記憶を、次代を担う若い世代に
継承していくとともに、今後も、戦争のない世
界を実現するために武蔵野市から国内外へ平和
の意義を発信する。

　本市では、市民による様々なコミュニティ活
動等が行われており、多様な市民文化が発展を
遂げてきた。また、商業地の形成、緑を大切に
する意識の継承、文化施設の整備、質の高い芸
術文化の創造・発信、市内及び近接する５つの
大学の存在、創造的なクリエーターや研究者の
居住・集積、それらを支える事業者の展開など、
本市では、様々な要素により都市文化を形成し
てきた。
　今まで築き上げられてきた市民文化や都市文
化を大切に守り育て、発展させるとともに、東
京オリンピック・パラリンピックや都市観光の
推進などを通じて、今後も、市民文化・都市文
化の醸成に努めていく。

（1）文化振興に関する方針の策定
　文化は一人ひとりの心の豊かさや創造性をは
ぐくむと同時に、地域のつながりを強めるとき
に力を発揮する。また、文化は都市の魅力を高め、
これからの産業の振興を図るうえで重要な要素
であり、市民活動、生涯学習、福祉、教育、産業、
まちづくり等様々な分野と関連する。文化を振
興し、文化で地域の持続的な発展を目指すこと
を目標とし、文化振興に関する方針を策定する。
　（公財）武蔵野文化事業団と（公財）武蔵野生
涯学習振興事業団の活動はともに、市民にとっ
ての市民文化の享受と発信に資するものである。
これらを一体的に推進し、さらなる市民文化の
発展を目指していくため、両法人の統合の準備
を進める。

（2）文化施設の再整備
　文化施設は、市民の生涯学習の場として重要
であるとともに、現代においては地域の魅力を
市外や国外に発信する拠点としてその位置付け

武蔵野市平和の日（11月 24日）

吉祥寺秋まつり

市民文化の醸成基本
施策 3

市民の多様な学びや
スポーツ活動への支援

基本
施策 4
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　市民の学びは主体的な活動へとつながり、ネッ
トワークが形成されることで、新たな学びの場
が生まれる。この創造と循環は、魅力あるまち
づくりにもつながっている。武蔵野プレイスで
の活動支援や、多様な主体とのネットワークに
よる学びの提供を通じて、市民の参加と活動を
支援していく。
　東京オリンピック・パラリンピックを契機と
して、スポーツを通じて、市民一人ひとりが豊
かな生活を続けていけるよう、今後もスポーツ
活動を支える地域の担い手の育成とともに、ス
ポーツ活動に取り組める環境整備を進める。

（1）生涯学習機会の拡充
　誰もがいつでもどこでも、学びたいときに学
び始めることができるという生涯学習の理念を
実現するため、多様な事業主体と連携すること
により、事業の充実と生涯学習情報の共有化を
推進する。
　日中に仕事等がある市民へも学びの環境が提
供できるよう、生涯学習プログラムの受講機会
の拡大を図る。
　武蔵野プレイス、武蔵野ふるさと歴史館＊や市
民会館など、生涯学習の拠点がその目的・役割
を達成するために、運営状況や事業内容を効果

が再認識されている。公共施設の配置のあり方
を踏まえ、老朽化する施設の整備や更新を好機
と捉え、現代及び将来のニーズに合わせて、役
割や位置付けを見直し、周辺あるいは関連施設
も含めて新たな価値を創造する施設へと再編し
ていく。
　築後 50 年を超える武蔵野公会堂の建替えは、
周辺街区を含めた吉祥寺駅南口の再開発に留意
し、民間事業者との協力の可能性も含めた検討
を進める。吉祥寺美術館の拡充の要否は、隣接
する音楽室のあり方を含め、引き続き検討する。
三駅周辺には集会機能やホール機能を有する施
設が重複しており、役割の整理が必要である。
集会機能を有する市民会館やホール機能を有す
る芸能劇場は、それぞれの圏域における面的な
施設配置から役割や位置付けを検討する。既に
築後 70年を超える松露庵は、市民文化会館の茶
室と併せて、今後の有効的な活用等を検討する。

（3）�東京オリンピック・パラリンピックを見
据えた文化交流の促進

　オリンピック・パラリンピックは、スポーツ
の祭典であるとともに、文化の祭典としての意
味合いも持っている。東京オリンピック・パラ
リンピックに向けて、多様な文化の交流の場で
ある文化プログラムの実施を検討する。

（4）�魅力ある都市文化の発信と都市観光の推
進

　成熟した都市文化は本市の大きな魅力の１つ
である。今後も文化的な資源を発掘するととも
に、市の内外を問わず、より多くの人に、より
わかりやすく本市の魅力を発信する。また、近
年増加している外国人旅行者も含めた観光客を
受け入れるための環境整備を進め、来街者の誘
致につなげていく。

（2）男女共同参画計画の推進
　男女が、社会の対等な構成員として、互いに
尊重し合い、自分らしい生き方ができる環境を
実現するため、第三次男女共同参画計画を着実
に推進する。
　そのため、あらゆる施策に男女共同参画の視
点が反映できるよう取り組むとともに、男女平
等意識をはぐくむ啓発活動や、家庭・地域・事
業者などと連携し、生活と仕事が両立でき、一
人ひとりの個性と能力が発揮できる環境整備に
努める。こうした施策の実効性を確保するため、
推進拠点となる「むさしのヒューマン・ネット
ワークセンター＊」の機能充実や男女共同参画基
本条例（仮称）の制定など推進体制の整備を図る。

（3）平和施策の推進
　戦後 70年を超える歳月が流れ、戦争体験者の
証言記録や戦争資料を残すことが困難になって
きていることから、これらの記録や資料の収集
作業を引き続き実施し、資料の整備を推進する。
　本市の歴史の記憶を、次代を担う若い世代に
継承していくとともに、今後も、戦争のない世
界を実現するために武蔵野市から国内外へ平和
の意義を発信する。

　本市では、市民による様々なコミュニティ活
動等が行われており、多様な市民文化が発展を
遂げてきた。また、商業地の形成、緑を大切に
する意識の継承、文化施設の整備、質の高い芸
術文化の創造・発信、市内及び近接する５つの
大学の存在、創造的なクリエーターや研究者の
居住・集積、それらを支える事業者の展開など、
本市では、様々な要素により都市文化を形成し
てきた。
　今まで築き上げられてきた市民文化や都市文
化を大切に守り育て、発展させるとともに、東
京オリンピック・パラリンピックや都市観光の
推進などを通じて、今後も、市民文化・都市文
化の醸成に努めていく。

（1）文化振興に関する方針の策定
　文化は一人ひとりの心の豊かさや創造性をは
ぐくむと同時に、地域のつながりを強めるとき
に力を発揮する。また、文化は都市の魅力を高め、
これからの産業の振興を図るうえで重要な要素
であり、市民活動、生涯学習、福祉、教育、産業、
まちづくり等様々な分野と関連する。文化を振
興し、文化で地域の持続的な発展を目指すこと
を目標とし、文化振興に関する方針を策定する。
　（公財）武蔵野文化事業団と（公財）武蔵野生
涯学習振興事業団の活動はともに、市民にとっ
ての市民文化の享受と発信に資するものである。
これらを一体的に推進し、さらなる市民文化の
発展を目指していくため、両法人の統合の準備
を進める。

（2）文化施設の再整備
　文化施設は、市民の生涯学習の場として重要
であるとともに、現代においては地域の魅力を
市外や国外に発信する拠点としてその位置付け

武蔵野市平和の日（11月 24日）

吉祥寺秋まつり

市民文化の醸成基本
施策 3

市民の多様な学びや
スポーツ活動への支援

基本
施策 4
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検証する。市の各部署・関連施設をはじめ、生
涯学習団体、大学、研究機関・企業との連携を
進め、施設の特性に応じた事業展開を図る。

（2）スポーツの振興と施設の再整備
　平成 31年にはラグビーワールドカップ、平成
32年には東京オリンピック・パラリンピックが
開催される。両大会に向けてスポーツの機運を
醸成するとともに、障害者スポーツの振興を図
る。
　市民の生涯学習・スポーツ活動を支援するた
め、総合体育館や陸上競技場、温水プールなど
既存施設は、バリアフリーをはじめとする整備・
更新を計画的に行う。また、旧桜堤小学校跡地
へのスポーツ広場の設置については、桜野小学
校の児童数の推移などを勘案したうえで整備を
検討する。

（3）図書館サービスの充実
　子どもが読書に親しみ、本を通じて得た豊か
な知識を社会生活へと活かしていけるよう、乳
幼児期からの切れ目のない読書活動支援や学校
図書館との連携等を推進していく。また、地域
における様々な資料・情報の収集・整備やレファ
レンス・サービスの向上等によって、市民の学
びや課題解決を支援する。
　図書館に期待されるサービスが多様化してお
り、効率的・効果的に対応するために、中央図

書館を中核とした図書館のあり方を確立する。
吉祥寺図書館は、武蔵野プレイスでの実績を踏
まえ、指定管理者制度の導入を検討し、地域や
施設の特性に応じた特徴ある図書館を目指す。

（4）歴史文化の継承と創造
　武蔵野ふるさと歴史館＊は、市の歴史文化を次
世代に伝える活動の拠点として、広く教育、学
術及び文化の発展に寄与することを目的として
いる。また、まちの歴史を知ることは、まちの
愛着へとつながり、市民活動を担う大きな動機
付けとなる。歴史文化に親しむ機会の提供を通
じて、市民の学びを支援するとともに、歴史的
価値の継承と創造に取り組む。

　都内有数の商業集積地である吉祥寺をはじめ
とする駅周辺の商業は、市全体のにぎわいや活
力を生み出す原動力である。一方、路線商業は
地域のコミュニティにおいて市民の日常生活を
支えている。このような本市の主要産業である
商業に関し、引き続き支援していく。
　また、今後も事業者・消費者双方から選ばれ
るまちであり続けるため、既存の産業に加え、
本市の実態に合った新たな産業への支援を通じ
て、市の経済の活性化を図る。

ファミリースポーツフェア

（1）産業振興計画の推進
　武蔵野市産業振興計画により明確化された市、
商工会議所、商店会連合会等関係機関の役割に
則り、さらに地域の大学やNPO等との連携を
深めながら、産業振興策を計画的に推進する。

（2）商業の活性化
　商店会については、実態を把握し、必要に応
じた商店会同士の連携や統合、法人化等を促す
とともに、個店の新規加入及び商店会の維持・
発展ができるよう、特性に応じた支援を行う。
また、全商店会に共通する担い手不足を解決す
るため、新たな人材やNPO・大学などに対し、
商業活性化の活動への参加を促し、まちの活性
化につなげていく。

（3）都市型産業の育成
　市内の経済活動を維持し、発展させるために
は、新たな事業者の参入による活性化が必要で
ある。このため、本市での事業を希望する者が、
市内で活動できるよう、創業支援を実施すると
ともに、本市の特性に合った産業として、コン
テンツ産業＊などの文化産業の育成及び知識集約
型産業などの支援を図る。また、地域で活動す
る団体等が、安定的・持続的に地域課題のため
の事業に取り組めるよう、コミュニティビジネ
ス＊への支援を行う。

（4）�中小企業への支援・セーフティネットの
充実

　市内の経済を支える中小企業の健全な経営活
動を促進するため、引き続き融資あっせん等の
支援を行う。また、働くことを希望する市民が
安定して働くことができるよう、関係機関と連
携し、セミナー等の情報提供や就労機会の拡大
及び雇用・労働環境の充実を図る。

（5）都市農業の振興と農地の保全
　都市における農業は、新鮮な農産物の供給、
農業体験の場の提供、災害時の一時避難場所や、
食育のほか、自然環境保全に欠かせない機能を
有している。今後も農業従事者、NPO及び JA
とも連携しながら、市民が農業にふれ合う機会
を設け続けるとともに、農業振興基本計画に沿っ
て農業の振興及び農地の保全を図っていく。

　国内における都市と地方の共存及び国際社会
における平和・友好を実現するためには、市民
の相互理解が不可欠であり、一層の市民レベル
の交流を進める。また、外国人が安心して生活し、
地域で活躍できるよう、支援の充実を図る。

（1）交流事業のあり方の検討
　国内交流においては都市と地方が相互に補完
し共存すること、国際交流においては平和・友
好に資するため、青少年の異文化交流や市民の
相互理解を深めることを目指す。これらの事業
をさらに効果的に進めるため、多様な主体の参
加を得ながら、市民の相互交流のあり方を検討
する。

地域の特性を活かした
産業の振興

基本
施策 5

フレッシュサラダ作戦

武蔵野ふるさと歴史館

都市・国際交流の推進基本
施策 6
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検証する。市の各部署・関連施設をはじめ、生
涯学習団体、大学、研究機関・企業との連携を
進め、施設の特性に応じた事業展開を図る。

（2）スポーツの振興と施設の再整備
　平成 31年にはラグビーワールドカップ、平成
32年には東京オリンピック・パラリンピックが
開催される。両大会に向けてスポーツの機運を
醸成するとともに、障害者スポーツの振興を図
る。
　市民の生涯学習・スポーツ活動を支援するた
め、総合体育館や陸上競技場、温水プールなど
既存施設は、バリアフリーをはじめとする整備・
更新を計画的に行う。また、旧桜堤小学校跡地
へのスポーツ広場の設置については、桜野小学
校の児童数の推移などを勘案したうえで整備を
検討する。

（3）図書館サービスの充実
　子どもが読書に親しみ、本を通じて得た豊か
な知識を社会生活へと活かしていけるよう、乳
幼児期からの切れ目のない読書活動支援や学校
図書館との連携等を推進していく。また、地域
における様々な資料・情報の収集・整備やレファ
レンス・サービスの向上等によって、市民の学
びや課題解決を支援する。
　図書館に期待されるサービスが多様化してお
り、効率的・効果的に対応するために、中央図

書館を中核とした図書館のあり方を確立する。
吉祥寺図書館は、武蔵野プレイスでの実績を踏
まえ、指定管理者制度の導入を検討し、地域や
施設の特性に応じた特徴ある図書館を目指す。

（4）歴史文化の継承と創造
　武蔵野ふるさと歴史館＊は、市の歴史文化を次
世代に伝える活動の拠点として、広く教育、学
術及び文化の発展に寄与することを目的として
いる。また、まちの歴史を知ることは、まちの
愛着へとつながり、市民活動を担う大きな動機
付けとなる。歴史文化に親しむ機会の提供を通
じて、市民の学びを支援するとともに、歴史的
価値の継承と創造に取り組む。

　都内有数の商業集積地である吉祥寺をはじめ
とする駅周辺の商業は、市全体のにぎわいや活
力を生み出す原動力である。一方、路線商業は
地域のコミュニティにおいて市民の日常生活を
支えている。このような本市の主要産業である
商業に関し、引き続き支援していく。
　また、今後も事業者・消費者双方から選ばれ
るまちであり続けるため、既存の産業に加え、
本市の実態に合った新たな産業への支援を通じ
て、市の経済の活性化を図る。

ファミリースポーツフェア

（1）産業振興計画の推進
　武蔵野市産業振興計画により明確化された市、
商工会議所、商店会連合会等関係機関の役割に
則り、さらに地域の大学やNPO等との連携を
深めながら、産業振興策を計画的に推進する。

（2）商業の活性化
　商店会については、実態を把握し、必要に応
じた商店会同士の連携や統合、法人化等を促す
とともに、個店の新規加入及び商店会の維持・
発展ができるよう、特性に応じた支援を行う。
また、全商店会に共通する担い手不足を解決す
るため、新たな人材やNPO・大学などに対し、
商業活性化の活動への参加を促し、まちの活性
化につなげていく。

（3）都市型産業の育成
　市内の経済活動を維持し、発展させるために
は、新たな事業者の参入による活性化が必要で
ある。このため、本市での事業を希望する者が、
市内で活動できるよう、創業支援を実施すると
ともに、本市の特性に合った産業として、コン
テンツ産業＊などの文化産業の育成及び知識集約
型産業などの支援を図る。また、地域で活動す
る団体等が、安定的・持続的に地域課題のため
の事業に取り組めるよう、コミュニティビジネ
ス＊への支援を行う。

（4）�中小企業への支援・セーフティネットの
充実

　市内の経済を支える中小企業の健全な経営活
動を促進するため、引き続き融資あっせん等の
支援を行う。また、働くことを希望する市民が
安定して働くことができるよう、関係機関と連
携し、セミナー等の情報提供や就労機会の拡大
及び雇用・労働環境の充実を図る。

（5）都市農業の振興と農地の保全
　都市における農業は、新鮮な農産物の供給、
農業体験の場の提供、災害時の一時避難場所や、
食育のほか、自然環境保全に欠かせない機能を
有している。今後も農業従事者、NPO及び JA
とも連携しながら、市民が農業にふれ合う機会
を設け続けるとともに、農業振興基本計画に沿っ
て農業の振興及び農地の保全を図っていく。

　国内における都市と地方の共存及び国際社会
における平和・友好を実現するためには、市民
の相互理解が不可欠であり、一層の市民レベル
の交流を進める。また、外国人が安心して生活し、
地域で活躍できるよう、支援の充実を図る。

（1）交流事業のあり方の検討
　国内交流においては都市と地方が相互に補完
し共存すること、国際交流においては平和・友
好に資するため、青少年の異文化交流や市民の
相互理解を深めることを目指す。これらの事業
をさらに効果的に進めるため、多様な主体の参
加を得ながら、市民の相互交流のあり方を検討
する。

地域の特性を活かした
産業の振興

基本
施策 5

フレッシュサラダ作戦

武蔵野ふるさと歴史館

都市・国際交流の推進基本
施策 6
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（2）�市内に在住する外国人等への日常生活支
援

　市内に在住する外国人の多国籍化及び定住化
に伴い、より多くの言語かつ複雑で専門性が求
められる相談が増えている。これらのニーズに
対応するため、（公財）武蔵野市国際交流協会
を中心に近隣自治体などとの連携を視野に入れ、
対応できる人材を確保・育成していく。また、
外国人が地域において安心して生活し、活躍で
きるよう、わかりやすい広報紙や、ホームペー
ジの制作により、外国人への生活等の情報提供
を充実させるとともに、地震等の災害に対する
知識・対処方法等の周知及び発災時の支援体制
の整備を行う。

　首都直下型地震がいつ発生してもおかしくな
い状況にあり、安全・安心なまちづくりをする
うえでは、防災態勢の強化は重要な課題である。
高齢化や増加傾向にある外国人来街者など変化
するニーズに対応した態勢の整備を進める。ま
た、二次災害による被害拡大を防ぐため、建物
の耐震化や発生した火災の延焼の防止など、防
災の観点を重視した基盤の強化を図る。

（1）防災態勢の強化
　災害発生時において市は、被害状況をはじめ、
市を取り巻く状況を正確かつ迅速に把握するこ
とが、その後の初動対応をするうえで重要であ
る。また、高齢者、障害者及び外国人等も自ら
情報を受発信できるように、停電の発生も想定
した多様な情報収集・伝達手段を検討する。
　避難所及び避難所運営の充実のため、避難所
の生活環境の整備、災害時の学校利用計画の策
定、市立小中学校全校に避難所運営組織を設立
できるように地域への支援を行う。さらに、発
災時には市民が必要に応じて円滑かつ迅速な避
難ができるよう、日頃からの市民主体の防災訓
練の重要性を市が発信するとともに、避難所運
営組織も発信できるよう支援していく。また、
避難生活において、介護の必要な高齢者や障害
者等、一般避難所では生活に支障を来す人に対
して、ニーズに応じたケアが提供できるよう、
福祉避難所＊の充実を図る。
　全国の自治体、関係機関、民間企業、ボランティ
アなどが、効率的かつ効果的な支援活動をするこ
とが可能となるよう、実効性のある受援計画を検
討する。また、友好都市との広域的な連携体制を
構築するとともに、近隣自治体においても、連携し
て災害に対応できるよう相互協力体制を強化する。

災害への備えの拡充基本
施策 7

帰宅困難者対策訓練

（2）災害に備えたまちづくり
　「耐震改修促進計画」に基づき建築物の耐震化
を一層進める。中でも、特定緊急輸送道路は、災
害時の救急救命・消火活動、物資の輸送など、救
助復旧の生命線であり、沿道建築物の倒壊による
道路閉塞を防ぐために、国や都と連携を図り、一
層の耐震化を進めていく。
　大規模災害時には、火災を伴うことが予想され、
延焼が拡大する危険がある。木造密集地域や消防
水利が不足している地域における延焼の拡大を防
ぐために、防火水槽の整備を引き続き進める。

（3）災害復興の検討
　これまで、災害予防や応急対策に視点を置い
た対応を進めてきており、今後は災害発生後の
復興についても検討する必要がある。復興は、
都市基盤ばかりでなく住宅、福祉、医療、産業
等の施策を総合的かつ計画的に進めることが重
要である。災害発生後に迅速かつ適切な対応を
取ることができるように、全庁的な取り組みに
より都市、住宅、くらし（福祉・医療）、産業の
４つの復興の総体として災害復興に関する対策
を引き続き検討し、あらかじめ災害復興マニュ
アルを策定する。また、中長期的に持続可能な
まちづくりを見据えた復興とするために、広域
連携の強化を進める。

（4）住宅の耐震化の促進
　大規模な震災に備え、市民生活の拠点である
住宅の耐震化は喫緊の課題である。住宅・マン
ションの耐震化を促進し、震災等による被害を
最小限に抑えるため、引き続き、耐震化に係る
費用の助成、制度の周知、必要性についての普
及啓発や様々な情報を提供するとともに、住ま
いの状況に応じた支援を行う。耐震化と併せ、
狭あい道路整備等の誘導策についてさらなる取
り組みを行い、災害に強いまちづくりを進めて

いく。

　犯罪や迷惑行為だけでなく、日々変化する詐
欺など、市民の安心を脅かす様々な問題が全国
的に発生している。被害の予防かつ拡大を防ぐ
ため、これまでも様々な対策を講じてきており、
今後も、地域、周辺自治体、関係機関等ととも
に防犯性の高いまちづくりを進める。

（1）防犯力の向上
　市内での犯罪件数は減少しているものの、治
安に対する関心が増している。犯罪の抑止力と
なる防犯カメラの設置場所及び台数を含め、今
後のあり方を検討する。また、「市民パトロール」
の活動も活性化してきており、市、関係機関と
の密接な連携を進め、まちぐるみで安全・安心
なまちづくり体制を整備する。そのために、各
種パトロールの既存の巡回エリアや活動内容に
ついても必要に応じた見直しを行う。
　商店会や若者の自主的な活動など、地域や市
民による防犯活動を進めることで、多様な視点
からまちを見守り、体感治安の向上を図る。

（2）新しい危機への態勢の整備
　予測や予防が困難な危機は、１つの自治体の

多様な危機への対応の強化基本
施策 8

区市境防犯合同パトロール

武蔵野国際交流まつり
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（2）�市内に在住する外国人等への日常生活支
援

　市内に在住する外国人の多国籍化及び定住化
に伴い、より多くの言語かつ複雑で専門性が求
められる相談が増えている。これらのニーズに
対応するため、（公財）武蔵野市国際交流協会
を中心に近隣自治体などとの連携を視野に入れ、
対応できる人材を確保・育成していく。また、
外国人が地域において安心して生活し、活躍で
きるよう、わかりやすい広報紙や、ホームペー
ジの制作により、外国人への生活等の情報提供
を充実させるとともに、地震等の災害に対する
知識・対処方法等の周知及び発災時の支援体制
の整備を行う。

　首都直下型地震がいつ発生してもおかしくな
い状況にあり、安全・安心なまちづくりをする
うえでは、防災態勢の強化は重要な課題である。
高齢化や増加傾向にある外国人来街者など変化
するニーズに対応した態勢の整備を進める。ま
た、二次災害による被害拡大を防ぐため、建物
の耐震化や発生した火災の延焼の防止など、防
災の観点を重視した基盤の強化を図る。

（1）防災態勢の強化
　災害発生時において市は、被害状況をはじめ、
市を取り巻く状況を正確かつ迅速に把握するこ
とが、その後の初動対応をするうえで重要であ
る。また、高齢者、障害者及び外国人等も自ら
情報を受発信できるように、停電の発生も想定
した多様な情報収集・伝達手段を検討する。
　避難所及び避難所運営の充実のため、避難所
の生活環境の整備、災害時の学校利用計画の策
定、市立小中学校全校に避難所運営組織を設立
できるように地域への支援を行う。さらに、発
災時には市民が必要に応じて円滑かつ迅速な避
難ができるよう、日頃からの市民主体の防災訓
練の重要性を市が発信するとともに、避難所運
営組織も発信できるよう支援していく。また、
避難生活において、介護の必要な高齢者や障害
者等、一般避難所では生活に支障を来す人に対
して、ニーズに応じたケアが提供できるよう、
福祉避難所＊の充実を図る。
　全国の自治体、関係機関、民間企業、ボランティ
アなどが、効率的かつ効果的な支援活動をするこ
とが可能となるよう、実効性のある受援計画を検
討する。また、友好都市との広域的な連携体制を
構築するとともに、近隣自治体においても、連携し
て災害に対応できるよう相互協力体制を強化する。

災害への備えの拡充基本
施策 7

帰宅困難者対策訓練

（2）災害に備えたまちづくり
　「耐震改修促進計画」に基づき建築物の耐震化
を一層進める。中でも、特定緊急輸送道路は、災
害時の救急救命・消火活動、物資の輸送など、救
助復旧の生命線であり、沿道建築物の倒壊による
道路閉塞を防ぐために、国や都と連携を図り、一
層の耐震化を進めていく。
　大規模災害時には、火災を伴うことが予想され、
延焼が拡大する危険がある。木造密集地域や消防
水利が不足している地域における延焼の拡大を防
ぐために、防火水槽の整備を引き続き進める。

（3）災害復興の検討
　これまで、災害予防や応急対策に視点を置い
た対応を進めてきており、今後は災害発生後の
復興についても検討する必要がある。復興は、
都市基盤ばかりでなく住宅、福祉、医療、産業
等の施策を総合的かつ計画的に進めることが重
要である。災害発生後に迅速かつ適切な対応を
取ることができるように、全庁的な取り組みに
より都市、住宅、くらし（福祉・医療）、産業の
４つの復興の総体として災害復興に関する対策
を引き続き検討し、あらかじめ災害復興マニュ
アルを策定する。また、中長期的に持続可能な
まちづくりを見据えた復興とするために、広域
連携の強化を進める。

（4）住宅の耐震化の促進
　大規模な震災に備え、市民生活の拠点である
住宅の耐震化は喫緊の課題である。住宅・マン
ションの耐震化を促進し、震災等による被害を
最小限に抑えるため、引き続き、耐震化に係る
費用の助成、制度の周知、必要性についての普
及啓発や様々な情報を提供するとともに、住ま
いの状況に応じた支援を行う。耐震化と併せ、
狭あい道路整備等の誘導策についてさらなる取
り組みを行い、災害に強いまちづくりを進めて

いく。

　犯罪や迷惑行為だけでなく、日々変化する詐
欺など、市民の安心を脅かす様々な問題が全国
的に発生している。被害の予防かつ拡大を防ぐ
ため、これまでも様々な対策を講じてきており、
今後も、地域、周辺自治体、関係機関等ととも
に防犯性の高いまちづくりを進める。

（1）防犯力の向上
　市内での犯罪件数は減少しているものの、治
安に対する関心が増している。犯罪の抑止力と
なる防犯カメラの設置場所及び台数を含め、今
後のあり方を検討する。また、「市民パトロール」
の活動も活性化してきており、市、関係機関と
の密接な連携を進め、まちぐるみで安全・安心
なまちづくり体制を整備する。そのために、各
種パトロールの既存の巡回エリアや活動内容に
ついても必要に応じた見直しを行う。
　商店会や若者の自主的な活動など、地域や市
民による防犯活動を進めることで、多様な視点
からまちを見守り、体感治安の向上を図る。

（2）新しい危機への態勢の整備
　予測や予防が困難な危機は、１つの自治体の

多様な危機への対応の強化基本
施策 8

区市境防犯合同パトロール

武蔵野国際交流まつり
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（3）消費生活の安定と向上
　消費者が消費生活において適切な判断ができ、
被害にあわないように、消費生活講座等、賢い
消費者を育成するための事業を充実させる。ま
た、関係機関と連携し、悪質商法や詐欺等の被
害者となりやすい高齢者や若年層を中心に、被
害防止の啓発、被害状況の広報など市民への周
知を引き続き行い、その他にも被害の拡大を防
止する効果的な方策を検討する。

みの問題ではなく、広域にわたり対応を取る必
要がある。市内関係機関との連携にとどまらず、
周辺自治体・周辺関係機関を含めた広域連携を
進め、市民への情報提供を迅速に行う。危機に
直面したときに適切かつ迅速な対応が取れるよ
うに、国民保護計画の改定を行い、活動内容を
再確認するとともに、広域連携による訓練を繰
り返し実施し態勢の強化を図る。

主な事業
事業費（単位：百万円）

H28 H29 H30 H31 H32

新たなコミュニティ構想の検討

男女共同参画計画の推進 7 7 7 7 7

文化振興に関する方針の策定 3 5 5

武蔵野市民文化会館の改修 3,304 10

まちの魅力や情報の発信と共有

東京オリンピック・パラリンピック等国際大会に向けたスポーツの振興 18

旧桜堤小学校跡地の整備 134 174

図書館の運営形態の検討

産業振興計画に基づく施策の実施

外国人に対する情報の多言語化の推進

地域の防災力の向上

災害時の緊急輸送道路確保に向けた建築物の耐震化促進 1,345 545 234 138 138

パトロール隊との連携による地域防犯力の向上
※事業費については、新規事業と建設事業を除きレベルアップ分を記載し、未定もしくは経常経費は空欄とした。

■�主な事業の実施予定及び事業費

　環境という言葉が示す概念は、公害防止のみ
ならず、緑や水、エネルギー、ごみなど様々な
要素とそのつながりを、そして地球規模の問題
から身近な生活空間における心地よさまでも含
めた広がりを持つ。環境に関する課題解決も、
分野や地域、組織を超えた連携が重要であり、

またそうした連携の広がりは、市民一人ひとり
の行動の促進や各事業者や団体等の活性化にも
つながる。様々な主体の活動を支援するととも
に、主体間の連携やつながりが広がっていくよ
う支援していく。

（1）総合的な環境啓発の推進
　資源、エネルギー、ごみ、緑、水循環、生活

１　市民の自発的・主体的な行動を促す支援
	 	　これからも、さらに緑豊かで環境負荷低減型の持続可能な都市を目指し続け、次世代に引き継いでいく。

市民一人ひとりや事業者等の自発的で主体的な行動が必要不可欠であるため、各主体間の連携を強化して
いくとともに、自発的な行動を促進していく。

２　環境負荷低減施策の推進
	 	　環境と共生する地域社会を目指して、省資源化・省エネルギー化の推進や新エネルギーの活用に取り組

むとともに、自然環境や地球環境に配慮したまちづくりなどを一層推進していく。
３　「緑」を基軸としたまちづくりの推進
	 	　緑を、単に樹木や草花などの植物に限らず、動物や昆虫などの生き物、そして公園緑地、農地、樹林、学校、

水辺、道路、住宅の庭、さらには市域を越えた広域の緑といった空間も含めた広がりとつながりをもって
捉えながら、「緑」を基軸にしたまちづくりを推進していく。

４　循環型社会システムづくりの推進
	 	　市民一人ひとり・事業者等と連携しながらごみの発生・排出抑制を一層推進していく。また、排出され

たごみについて、経費や環境負荷が小さい、安全で効率的な資源化及び処理システムの構築に向けた研究
を進めていく。

５　生活を取り巻く様々な環境の変化に伴う新たな問題への対応
	 	　異常気象や放射能汚染など新たな環境問題などに対して、国・都とともにそれぞれの役割と責任を果た

していくなかで、市民の不安を取り除き良好な生活環境の確保に努めていく。近隣関係のトラブルやまち
の景観の悪化といった問題について、市民とともに対応を進めていく。

第五期長期計画の施策の大綱（議決事項）

緑・環境Ⅳ

　この分野の施策は、市民一人ひとりや事業者等との連携により、緑と水のせせらぎの豊かな環境を保
全し、武蔵野市が誇る環境と共生する都市の魅力を発展させ、次世代に引き継いでいくことを目的とす
る。
　本市を取り巻く環境は、集中豪雨や猛暑などの激しい気候変動といった地球規模の環境変化やエネル
ギー分野における技術進歩といった社会状況の変化など、刻々と変化している。そうした変化の中、生
活の豊かさに対する人々の価値観も、利便性の高さだけでなく、省エネルギー・省資源を志向するライ
フスタイルや社会活動への移行といった地球環境との調和を重視する方向へ転換しつつある。また、利
便性の高い快適な暮らしの追求は、資源消費や環境負荷だけでなく、財政にも影響する。地球環境の有
限性と財政の効率性を意識し、環境に配慮した生活への転換を、市民とともに進めていく。

市民の自発的・主体的な行動を
促す支援

基本
施策 1

4342


